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学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
経
緯
と
現
在
の
議
論

　

平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
教
員
勤
務
実

態
調
査
速
報
値
で
は
、
時
間
外
勤
務
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
で
月

五
九
時
間
、
中
学
校
で
月
八
一
時
間
程
度
で
あ
り
、
教
師
の
厳
し

い
勤
務
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
を
踏
ま
え
、
平
成

二
九
（
二
〇
一
七
）
年
六
月
に
文
部
科
学
大
臣
は
中
央
教
育
審
議

会
へ
諮
問
し
、
平
成
三
一
（
二
〇
一
九
）
年
一
月
に
中
央
教
育
審

議
会
「
新
し
い
時
代
の
教
育
に
向
け
た
持
続
可
能
な
学
校
指
導
・

運
営
体
制
の
構
築
の
た
め
の
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す

る
総
合
的
な
方
策
に
つ
い
て
（
答
申
）」
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
あ
わ
せ
て
文
部
科
学
省
に
お
い
て
「
公
立
学
校
の
教
師
の

勤
務
時
間
の
上
限
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策
定
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
一
二
月
に
は
、
教
育
公
務

員
特
例
法
が
改
正
さ
れ
、「
公
立
学
校
の
教
師
の
勤
務
時
間
の
上

限
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
「
指
針
」
へ
格
上
げ
さ
れ
た
。

ま
た
、
休
日
の
「
ま
と
め
取
り
」
の
た
め
、
一
年
単
位
の
変
形
労

働
時
間
制
を
地
方
公
共
団
体
の
判
断
に
よ
り
条
例
で
選
択
可
能
と

し
た
。
な
お
、
文
部
科
学
省
は
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
変
形
労
働

時
間
制
等
、
勤
務
時
間
管
理
に
つ
い
て
分

か
り
や
す
く
解
説
し
た
「
～
公
立
学
校
の

校
長
先
生
の
た
め
の
～
や
さ
し
い
！
勤
務

時
間
管
理
講
座
」
な
ど
動
画
を
制
作
し
て

い
る
の
で
参
照
し
て
下
さ
い
。

　

そ
の
後
、
文
部
科
学
省
は
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
を
加

速
さ
せ
る
た
め
、
①
小
学
校
に
お
け
る
三
五
人
学
級
の
計
画
的
整

備
や
高
学
年
に
お
け
る
教
科
担
任
制
の
推
進
等
の
た
め
の
教
職
員

定
数
の
改
善
、
教
員
業
務
支
援
員
を
は
じ
め
と
す
る
支
援
ス
タ
ッ

フ
の
充
実
、
部
活
動
の
見
直
し
、
教
員
免
許
更
新
制
の
発
展
的
解

消
、
校
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
の
学
校
Ｄ
Ｘ
の
推
進
、
好
事
例
の
展

開
な
ど
、
様
々
な
取
組
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
経
緯
に
お
い
て
は
、

働
き
方
改
革
の
進
捗
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
監
視
）
が
文
部
科

学
省
に
求
め
ら
れ
た
。
中
央
教
育
審
議
会
「
新
し
い
時
代
の
教
育

に
向
け
た
持
続
可
能
な
学
校
指
導
・
運
営
体
制
の
構
築
の
た
め
の

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る
総
合
的
な
方
策
に
つ
い
て

（
答
申
）」
に
お
い
て
は
、
働
き
方
改
革
の
取
組
の
進
展
を
把
握
す

べ
く
、「
教
員
勤
務
実
態
調
査
と
比
較
で
き
る
形
で
、
三
年
後
を

目
途
に
勤
務
実
態
の
調
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。」（
五
七
ペ
ー

ジ
）
と
提
言
さ
れ
た
。
ま
た
、
給
特
法
案
に
対
す
る
参
議
院
文
教

科
学
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議
（
令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
一

二
月
三
日
）　

に
お
い
て
も
、「
三
年
後
を
目
途
に
教
育
職
員
の
勤

務
実
態
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
本
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
規
定

に
つ
い
て
抜
本
的
な
見
直
し
に
向
け
た
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
を
受
け
、
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
八
月
、
十
月
、
十

一
月
に
小
学
校
・
中
学
校
各
二
千
四
百
校
程
度
、
高
等
学
校
三
百

校
程
度
を
対
象
に
、
教
師
の
勤
務
実
態
や
働
き
方
改
革
の
進
捗
状

況
等
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
の
調
査
結
果
は
、
令
和
五

（
二
〇
二
三
）
年
春
頃
に
速
報
値
を
公
表
予
定
で
あ
り
、
そ
れ
を

踏
ま
え
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
、
給
特
法
と
表
記
す
る
。）
等
の
法

制
的
な
枠
組
み
を
含
め
た
教
師
の
処
遇
の
在
り
方
等
が
検
討
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
。

　

な
お
、
令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
三
月
に
は
令
和
三
年
度
か
ら

七
年
度
に
か
け
て
、
公
立
小
学
校
の
学
級
編
制
の
標
準
を
段
階
的

に
四
十
人
か
ら
三
五
人
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
「
公
立
義
務

教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
、
公
布
さ
れ
た
。

　

そ
の
際
、 

同
改
正
法
の
附
則
に
お
い
て
、
法
律
の
施
行
後
速
や

か
に
、
学
級
編
制
の
標
準
と
な
る
数
の
引
下
げ
や
外
部
人
材
の
活

用
の
効
果
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
現

在
、
少
人
数
学
級
及
び
外
部
人
材
活
用
が
児
童
生
徒
の
学
力
や
社

会
情
動
的
ス
キ
ル
等
に
与
え
る
効
果
や
教
員
に
与
え
る
影
響
等
に

つ
い
て
実
証
的
な
調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
も
踏

ま
え
今
後
の
学
校
に
お
け
る
望
ま
し
い
指
導
体
制
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

質
の
高
い
教
師
の
確
保
の
た
め
の
教
職
の
魅
力
向
上
に
向
け

た
環
境
の
在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
研
究
会

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
経
緯
と
現
在

の
議
論
を
背
景
に
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
一
二
月
二
十
日
に
、

第
一
回
の
会
合
が
開
催
さ
れ
た
の
が
、
文
部
科
学
省
「
質
の
高
い

教
師
の
確
保
の
た
め
の
教
職
の
魅
力
向
上
に
向
け
た
環
境
の
在
り

方
等
に
関
す
る
調
査
研
究
会
」
で
あ
る
。
同
調
査
研
究
会
は
あ
く

ま
で
も
調
査
研
究
会
で
あ
り
、
今
後
の
教
員
勤
務
実
態
調
査
の
結

果
等
を
踏
ま
え
た
円
滑
な
検
討
に
資
す
る
よ
う
、
給
与
面
、
公
務

員
法
制
・
労
働
法
制
面
の
在
り
方
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革

に
係
る
取
組
状
況
や
学
校
・
教
師
の
役
割
、
学
校
組
織
体
制
の
在

り
方
等
に
係
る
諸
外
国
の
状
況
を
含
む
情
報
収
集
や
論
点
整
理
を

進
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
委
員
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
り
、
座
長
は
中
央
教
育
審
議
会
委
員
で
あ
る
千
葉
大
学
教

育
学
部
の
貞
広
斎
子
教
授
が
務
め
て
い
る
。

　

青
木 

栄
一　

東
北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

　

植
村 

洋
司　

東
京
都
中
央
区
立
久
松
小
学
校
長

　

鍵
本 

芳
明　

岡
山
県
教
育
委
員
会
教
育
長

　

川
田 

琢
之　

筑
波
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
サ
イ
エ
ン
ス
系
教
授

　

齊
藤 

正
富　

東
京
都
文
京
区
立
音
羽
中
学
校
長

　

貞
広 

斎
子　

千
葉
大
学
教
育
学
部
教
授

　

戸
ヶ
﨑 

勤　

埼
玉
県
戸
田
市
教
育
委
員
会
教
育
長

国
立
教
育
政
策
研
究
所
初
等
中
等
教
育
研
究
部
長
・
教
育
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長

藤
原
　
文
雄

質
の
高
い
教
師
の
確
保
の
た
め
の
教

職
の
魅
力
向
上
に
向
け
た
環
境
の
在

り
方
等
に
関
す
る
調
査
研
究
会

連 載

副校長・教頭
仕事部屋
の

（第３回）

「～公立学校の
校長先生のための～

やさしい！
勤務時間管理講座」
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藤
原 

文
雄　

国
立
教
育
政
策
研
究
所
初
等
中
等
教
育
研
究
部
長

　

善
積 

康
子　

 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式 

会
社
大
阪
本
部
研
究
開
発
第
一
部
主
席
研
究
員

　

質
の
高
い
教
師
の
確
保
の
た
め
の
教
職
の
魅
力
向
上
に
向
け
た

環
境
の
在
り
方
を
検
討
す
る
際
の
論
点
の
一
つ
に
、
給
特
法
の
法

制
的
な
枠
組
み
を
含
め
た
教
師
の
処
遇
の
在
り
方
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
、
給
特
法
の
背
景
、
趣
旨
、
概
要
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
き
た
い
。

　

給
特
法
は
、
戦
後
の
公
務
員
の
給
与
制
度
改
革
に
よ
っ
て
教
員

の
給
与
が
勤
務
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、
一
般
公
務
員
よ
り
一
割
程

度
増
額
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
教
員
に
は
超
過
勤
務
手
当
は
支
給

さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
の
、
毎
年
の
給
与
改
定
の
結
果
、

教
員
給
与
の
優
位
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
当
時
の
文
部
省

が
超
過
勤
務
を
命
じ
な
い
よ
う
に
と
指
導
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
超
過
勤
務
が
行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
多
く
な
り
全
国
的
な
社

会
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）

年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
法
で
は
、
教
育
が
特
に
教
員

の
自
発
性
、
創
造
性
に
基
づ
く
勤
務
に
期
待
す
る
面
が
大
き
い
こ

と
、
夏
休
み
の
よ
う
に
長
期
の
学
校
休
業
期
間
が
あ
る
こ
と
等
を

考
慮
し
、
そ
の
勤
務
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
一
般
行
政
職
と
同
様

な
時
間
的
管
理
を
行
う
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
で
な
く
、
と
り
わ

け
超
過
勤
務
手
当
制
度
は
教
員
に
は
な
じ
ま
な
い
と
し
、
給
与
そ

の
他
の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
特
例
を
制
定
し
た
。
具
体
的
に
は
、

教
員
の
職
務
は
そ
の
勤
務
の
特
殊
性
に
よ
り
、
勤
務
時
間
の
内
外

を
切
り
分
け
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
勤
務
時
間
の

内
外
を
問
わ
ず
包
括
的
に
評
価
し
た
処
遇
と
し
て
、
教
員
に
つ
い

て
は
．
時
間
外
勤
務
手
当
は
支
給
し
な
い
代
わ
り
に
教
職
調
整
額

を
本
給
と
し
て
支
給
し
、
生
徒
の
実
習
に
関
す
る
業
務
、
学
校
行

事
に
関
す
る
業
務
、
教
職
員
会
議
に
関
す
る
業
務
、
非
常
災
害
等

の
や
む
を
得
な
い
場
合
の
業
務
な
ど
四
項
目
か
つ
臨
時
又
は
緊
急

の
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
原
則
時
間
外
勤
務
を

命
じ
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
給
特
法
の
規
定
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
「
定
額
働
か

せ
放
題
」
の
仕
組
み
で
あ
り
、
教
員
に
も
時
間
外
勤
務
手
当
を
支

給
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
で
は
果
た
し
て
、
諸

外
国
に
お
い
て
は
超
過
勤
務
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
遇
を
行
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

諸
外
国
に
お
け
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給

　

諸
外
国
に
お
け
る
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
比
較
す

る
上
で
は
、
ま
ず
諸
外
国
に
お
け
る
勤
務
時
間
数
の
規
定
方
法
が

違
う
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
平
成
一
九
（
二
〇

〇
七
）
年
に
諸
外
国
教
育
給
与
研
究
会
が
と
り
ま
と
め
た
『
諸
外

国
の
教
育
給
与
に
関
す
る
調
査
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
勤
務
時
間
数

の
規
定
方
法
は
、
⑴
授
業
時
数
と
し
て
勤
務
時
間
を
規
定
し
、

そ
れ
以
外
に
も
授
業
準
備
や
採
点
は
行
う
が
ど
こ
で
行
っ
て
も
よ

い
仕
組
み
（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）、
⑵
学
期

中
に
割
り
振
ら
れ
る
学
校
内
勤
務
時
間
等
と
し
て
勤
務
時
間
を
規

定
し
、
授
業
準
備
や
採
点
は
割
り
振
ら
れ
た
時
間
以
外
に
も
行
う

仕
組
み
（
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ア
メ
リ
カ
（
州
に
よ

る
））、
⑶
勤
務
時
間
全
体
を
勤
務
時
間
数
と
し
て
規
定
す
る
仕

組
み
（
韓
国
）
な
ど
の
仕
組
み
が
あ
る
。

　

ま
た
、
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
に
文
部
科
学
省
か
ら
委
託
を

受
け
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
Ｐ
ｗ
Ｃ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
合
同
会
社

「
令
和
三
年
度
諸
外
国
の
教
員
給
与
及
び
学
校
に
お
け
る
外
部
人

材
の
活
用
等
に
関
す
る
調
査
」
で
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
超
過
勤

務
に
対
す
る
処
遇
は
、
四
つ
の
類
型
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
目
の
類
型
は
、
超
過
勤
務
時
間
に
対
す
る
給
与
の
支
払
い

が
あ
る
類
型
で
あ
り
、
韓
国
と
ド
イ
ツ
（
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス

ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
）
が
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
例
え
ば
、
韓
国
に

お
い
て
は
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
場
合
に
は
時
間
外
勤
務

手
当
が
支
給
さ
れ
る
。
時
間
外
勤
務
手
当
は
一
日
四
時
間
（
一
か

月
で
五
七
時
間
）
を
上
限
に
、
校
長
の
決
裁
を
受
け
行
う
こ
と
が

で
き
、
予
算
の
範
囲
内
で
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
類
型
は
、
追
加
の
授
業
・
活
動
に
対
す
る
給
与
の
支

払
い
が
あ
る
類
型
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
こ
の

類
型
に
属
す
る
。
超
過
勤
務
時
間
と
い
う
よ
り
も
特
定
の
活
動
に

従
事
し
た
際
に
給
与
の
支
払
い
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
の
類
型
は
、
超
過
勤
務
に
対
す
る
追
加
的
な
給
与
は
な

い
が
、
そ
の
代
替
措
置
と
し
て
給
与
水
準
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い

る
類
型
で
あ
り
、
こ
の
類
型
に
は
、
ア
メ
リ
カ
（
ワ
シ
ン
ト
ン
州

シ
ア
ト
ル
学
区
）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー

ル
ズ
州
）
が
属
す
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
教
師

は
専
門
職
と
し
て
公
正
労
働
基
準
法
の
適
用
外
の
職
種
と
さ
れ
、

時
間
外
勤
務
手
当
は
支
給
さ
れ
な
い
代
わ
り
に
、
一
般
公
務
員
よ

り
も
最
低
賃
金
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

四
つ
目
の
類
型
は
、
超
過
勤
務
時
間
や
特
定
の
活
動
等
、
超
過

勤
務
に
対
す
る
処
遇
な
し
の
類
型
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ

（
オ
ン
タ
リ
オ
州
ト
ロ
ン
ト
教
育
区
）、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
属

す
る
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
教
員
は
、
専
門
職
と
し

て
時
間
外
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
外
と
な
っ
て

い
る
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
国
際
教
員
指
導
環
境
調
査
（
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
）
に
よ
れ

ば
、
日
本
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
時
間
外
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る

韓
国
は
、
一
週
間
の
教
師
の
仕
事
時
間
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
よ
り
も

短
い
。
し
か
し
、
時
間
外
勤
務
手
当
が
抑
止
力
に
な
っ
て
勤
務
時

間
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
精
査
が
必
要
で
あ
る
。
日
本

と
異
な
り
八
時
三
十
分
の
教
員
の
出
勤
時
間
に
対
し
生
徒
の
登
校

時
間
が
九
時
と
遅
い
こ
と
、
部
活
動
の
担
当
が
な
い
こ
と
、
日
本

で
い
う
校
務
分
掌
単
位
に
事
務
補
佐
員
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
な
ど
、
教
員
の
業
務
が
日
本
よ
り
も
少
な
い
と
い
っ
た
事
情
が

残
業
の
必
要
性
を
無
く
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

上
記
の
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
夏
休
み
に
は
勤
務
の

必
要
が
な
い
国
が
多
い
。
韓
国
の
教
員
は
、
長
期
休
業
期
間
に
学

校
に
来
る
こ
と
は
少
な
く
、
教
員
は
管
理
職
に
提
出
し
た
計
画
に

基
づ
く
「
自
律
研
修
」
を
行
っ
て
お
り
、
長
期
休
業
期
間
中
も
学

期
中
と
同
様
に
給
与
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
外
国
の

教
師
の
夏
休
み
の
勤
務
の
在
り
方
は
我
が
国
と
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
超
過
勤
務
に
対
す
る
処
遇
の
仕
組
み
等
の
在

り
方
は
唯
一
最
善
の
モ
デ
ル
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
教
師
像
を

始
め
、
各
国
の
文
脈
に
対
応
し
た
仕
組
み
が
取
り
入
ら
れ
て
い

る
。終

わ
り
に
　
―
多
角
的
な
議
論
に
期
待
―

　

質
の
高
い
教
師
の
確
保
の
た
め
の
教
職
の
魅
力
向
上
は
教
師
に

と
っ
て
、
ま
た
、
児
童
生
徒
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
は
納
税
者
に
と

っ
て
も
喫
緊
の
政
策
課
題
で
あ
る
と
認
識
す
る
人
は
多
い
。

　

諸
外
国
の
教
員
の
働
き
方
と
比
較
し
て
も
日
本
の
教
員
が
日
々

余
裕
な
く
長
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
日
本

の
教
師
が
専
門
職
と
し
て
の
人
生
が
豊
か
に
送
れ
る
よ
う
制
度
を

さ
ら
に
充
実
さ
せ
、
新
し
い
働
き
方
文
化
を
創
造
す
べ
く
、
多
角

的
な
議
論
を
期
待
し
た
い
。


